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＜運動の重点＞
①子どもをはじめとする歩行者の安全の確保
②横断歩行者事故などの防止と安全運転意識の向上
③自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

危険業務従事者叙勲
第40回危険業務従事者叙勲受章者が発表されました。
大垣市関係者では、次の方が栄誉に輝きました。

≪瑞宝双光章≫
　　高木　文夫 氏   元警視正／警察功労
　　中川　 博   氏   元大垣消防組合消防指令長／消防功労
≪瑞宝単光章≫
　　後藤 奈美子氏   元法務事務官／矯正業務功労

軽自動車税種別割の納税通知
書を 5 月 1 日に発送します。

軽自動車税種別割は、毎年 4
月 1 日時点の所有者に課税され

軽自動車税種別割の
納税通知書を発送

ます。 4 月 2 日以降に廃車の手
続きをした場合も、令和 5 年度
分の軽自動車税種別割は課税さ
れます。

納期限は 5 月31日です。期限
を過ぎ、延滞金が発生した場合
は、後日、延滞金の納付書を送
付します。

また、令和 5 年度から、「地
方税お支払いサイト」にアクセ
スして、納付書の二次元コード

（eL－QR）を読み取ることで、
クレジットカード決済などを利
用した納付ができるようになり
ました。

詳しくは、課税課諸税グルー
プ（☎47－8143）へ。納付（延
滞金）については、収納課（☎
47－8729）へ。

市は毎年、大規模事業所に対
し、「一般廃棄物減量計画書」の
提出をお願いしています。

対象の事業所へは、 5 月上旬
に関係書類を発送します。
＊ 対象／事業用途に供する延べ

床面積が1,000㎡以上の事業
用大規模建築物の所有者また
は占有者

＊ 提出期限／ 5 月31日
＊ 問合せ／クリーンセンター
（☎89－9278）へ

一般廃棄物減量
計画書の提出

5 月12日は、「民生委員・児童
委員の日」です。

心配ごとや悩みごとなど
民生委員・児童委員へ

同委員は地域を見守る身近な
相談相手であり、専門機関への
つなぎ役です。市内では現在、
367人の委員が担当地区で活動

＜自転車安全利用五則＞
① 車道が原則、左側を通行　歩道は例外、歩行者を優先
② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用

＊対象／市内在住の20歳以上の人
＊期間／令和 6 年 3 月31日まで
＊ 内容／ポイント対象となる健康づくりメニューに取り

組み、大垣市・上石津・墨俣保健センターや国保医療
課で配布するチャレンジシート（市ＨＰからダウンロード可）や、
専用アプリでポイントを集めると、素敵な特典と交換できる

＊ 特典／①協力店でサービスなどを受けることができる「ミナモ健
康・スポーツカード」＝写真＝がもらえる　②抽選で健康グッズや
県産品などが当たる

＊ ポイント対象メニュー／がん検診・健康診査の受診（必須）、指定
する健康・スポーツイベントや教室などへの参加、自主的な健康
づくりなど　※メニューの詳細は市ＨＰに掲載

　市と県の協働で、市民の自主的な健康づ
くりを応援する「清流の国ぎふ健康・スポー
ツポイント事業」を実施しています。
　ぜひ、ご参加ください。
　詳しくは、大垣市保健センター（☎75－
2322）へ。

清流の国ぎふ健康・スポーツポイント事業

しています。
介護・子育て・生活困窮など

の心配ごとは、ひとりで悩まず、
民生委員・児童委員にご相談く
ださい。

詳しくは、社会福祉課（☎47
－7285）へ。

審議会などの傍聴ができます
社会教育委員の会　　　　　　 担当：社会教育スポーツ課（☎47－8039）

5 ／22（月） 10：00～12：00 市役所 6 階 会議室 6 － 3 ・ 4
・令和 5 年度活動計画について　ほか

国民健康保険運営協議会　　　　　　　担当：国保医療課（☎47－8132）
5 ／22（月） 13：30～14：30 市役所 4 階　情報会議室
・令和 5 年度大垣市国民健康保険料率（案）について　ほか

日本昭和音楽村運営協議会   　　 担当：日本昭和音楽村（☎45－3344）
5 ／25（木） 14：00～15：00 日本昭和音楽村 水嶺湖音楽スタジオ
・日本昭和音楽村の運営について

「慰霊巡拝」を
実施しています

産前産後期間の
国民年金保険料が免除に

　厚生労働省では、旧主要戦域
や遺骨収集できない海域などに
おける戦没者または、旧ソ連・
モンゴル地域で抑留中に亡くな
られた方の遺族を対象に、慰霊
巡拝を実施しています。
　詳しくは、同省ＨＰをご覧い
ただくか、県地域福祉課（☎
058－272－8349）へ。

　出産予定日または出産日が属
する月の前月から 4 か月間（多
胎妊娠の場合は 3 か月前から最
大 6 か月間）について、国民年
金保険料が免除される産前産後
免除制度があります。
　平成31年 2 月 1 日以降に出産
された国民年金第 1 号被保険者
が対象で、届け出により、保険
料が免除された期間も保険料を
納付したものとして、老齢基礎
年金の受給額に反映されます。
　詳しくは、大垣年金事務所（☎
78－5166）または国保医療課国
民年金担当（☎47－8129）へ。

市ＨＰ

5 月は「自転車の安全利用推進月間」

春の全国交通安全運動 5 ／11～20

いずれも詳しくは、危機管理室（☎47－7385）へ。

　春の全国交通安全運動が、 5 月11日
（木）から20日（土）まで全国一斉に展開
されます。また、5 月20日（土）は「交
通事故死ゼロを目指す日」です。
　交通事故に遭わない、起こさないた
めに、家庭や地域、職場などであらた
めて交通安全を呼びかけましょう。

　 5 月は、「自転車の安全利用推進月間」です。自転車を利用する時は、
次の五則をしっかり守り、安全運転に努めましょう。


